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　新型コロナウイルス感染症の重症化予防のため、
重症化リスクの高い人を対象にオミクロン株対応
ワクチンによる接種を実施しています。
■接種対象者　次のいずれかに当てはまる人。①
65歳以上の人②5～64歳で、基礎疾患を有する
人またはその他重症化リスクが高いと医師が認め
る人③医療従事者④高齢者・障がい者施設などの
従事者。
■費用　無料（公費負担）。
■使用するワクチン　オミクロン株対応ワクチン。
■接種券の発送　接種対象となる人へ、新しい
「接種券（赤色）」を発送済み。
■接種券の事前申請　5～59歳で、新たに接種対象の
②～④となった人は、接種券の事前申請が必要です。
▼申請方法　市 の申請フォームに必要事項を入

力するか、電話で、宇都宮市新型コロナワクチ
ン接種コールセンター☎0120（611）287へ。
▼その他　申請から接種券の発送まで

に、１週間程度かかります。また、
「基礎疾患」の範囲について、詳し
くは、市 をご覧ください。

新型コロナワクチンに関するＱ＆
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Ｑ　９月以降、新型コロナワクチンの接種対象者
は、どのように変わりますか。
A　９月から始まる「秋開始接種」では、初回接種を
終えた５歳以上のすべての人が接種対象となる予
定です。
　また、現在、感染の主流となっているオミクロン株
に対応した新しいワクチンが導入され、9月以降に１
人１回接種を受けることができる予定です。　
　「秋開始接種」については、今後、詳細が決まり次
第お知らせします。

令和５年春夏（５～８月）接種は、
8月31日で終了となります

　予防接種は、感染症を予防する上で重要なもの
ですが、ワクチンを接種すると、一定の割合で副
反応があり、極めてまれではあるものの、健康被
害(病気になったり障がいが残ったりすること)が
発生する場合があることから、法律に基づく救済
制度が設けられています。
　厚生労働大臣が予防接種と健康被害の因果関係
が否定できないと認定した時は、医療費や障がい
年金などの給付を受けることができます。
　救済制度の利用に当たっては、コロナワクチン
対策室（竹林町・保健所内）の窓口に申請書など
の必要書類を提出し、専門家で構成される国の
審査会で審査を受ける必要があります。
手続きなど、詳しくは、コロナワクチ
ン対策室☎(626)1134へご相談くださ
い。

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種の電話や予約お問い合わせはこちらへ
宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0120（611）287（通話料無料）

※お掛け間違いにご注意ください。
▼対応時間　午前8時30分～午後5時15分（土・日曜

日、祝休日を含む毎日）。

ワクチン接種の予約は
　　予約ＷＥＢサイトURL1から
▼その他　ＷＥＢ予約の他、コールセン

ターでも予約を受け付けています。
▲予約 WEB
　サイト
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新型コロナワクチンに関する情報

ワクチンに関して、
守ってほしい大切なこと

　接種を受けることは任意であり、強制で
はありません。
　職場や周りの人などに接種を強制したり、
接種を受けていない人
に、差別的な扱いをし
たりすることのないよ
うお願いします。

県の新型コロナ総合相談
コールセンター

　新型コロナウイルス感染時の症状や後遺
症に関する相談、ワクチンの副反応につい
ての専門的な相談を24時間受け付けていま
すのでご利用ください。
問☎0570(550)096 (24時間ナビ
ダイヤル)
※発信地や使用回線に応じた料金が発生します。

URL1　https://utsunomiya.hbf-rsv.jp/
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